
社会資源 ２．訪問する 

訪問看護ステーションからは、看護師、准看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など 

専門のスタッフが訪問できます。 

専門の看護師等が利用者様のご家庭を訪問し、病状
や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判
断に基づいたケアとアドバイスで、24時間365日対応
し、在宅での療養生活が送れるように支援します。 

また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅

ケアサービスの使い方を提案します。 

①訪問看護 



■療養上のお世話 

身体の清拭、洗髪、入浴介助、 

食事や排泄などの介助・指導 

■医師の指示による医療処置 

かかりつけ医の指示に基づく 

医療処置 

■病状の観察 

病気や障害の状態、血圧・体温・
脈拍などのチェック 

■医療機器の管理 

在宅酸素、人工呼吸器などの 

管理 

■ターミナルケア 

がん末期や終末期などでも、自宅
で過ごせるよう適切なお手伝い 

■床ずれ予防・処置 

床ずれ防止の工夫や指導、床
ずれの手当て 

■在宅でのリハビリテーション 

拘縮予防や機能の回復、嚥下機
能訓練等 

■認知症ケア 

事故防止など、認知症介護の 

相談・工夫をアドバイス 

■ご家族等への介護支援・相談 

介護方法の指導ほか、さまざまな
相談対応 

■介護予防 

低栄養や運動機能低下を防ぐ
アドバイス 

訪問看護ステーションでは次のような 

   サービスを提供しています。 
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②訪問介護 
ホームヘルプ
サービス 

ホームヘルパーは、住み慣れた 
地域で暮らしたいという方の 
『想いに寄り添う介護』を実践、
提供しています。 

 

   あなたはどこで、どんな生活がしたいと思いますか？ 
 何が好きですか？何に困っていますか？ 
 どんな事が出来たらいいと思いますか？ 
 そんなあなたのしたいことを、教えて下さい。 
 ホームヘルパーと一緒に自分らしさを見つけませんか！ 
 
※ホームヘルパーには、介護福祉士、訪問介護員１級、２級、看護師 
 などの専門的な資格が必要です。 

 



 訪問介護は、こんなサービスです！ 
 ～あなたの自宅での生活を継続するために～   
 
■身体介護…日常生活に必要な食事の介助や排泄の介助、入浴介助  
      や通院介助や買い物の同行、一緒に行う援助など  
 

■生活援助…日常生活に必要な調理や掃除、洗濯、買い物などの 
      代行業務  
 

■相談･助言…独居の不安、病気の不安、介護についての悩み 
      （ご家族支援も含む）などに対しての相談・助言 
      （専門職との連携も取っています） 
 

※あなたがもっとできるようになるために、一緒に方法を考えます。  
 そして目指すものは…その先にあるあなたが思い描く生活です。 
 ホームヘルパーは、そんな自立支援をしています。 
 

※介護保険の訪問介護サービスの場合は、ご本人の事に限ります。 
 同居の家族がいらっしゃる場合や介護度によっては、サービス  
  内容に制限があります。詳しくは,介護保険課にお尋ね下さい。 
 


